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【 請 求 項 １ 】
　 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た 第 １ の コ ン テ ン ツ 及 び 第 ２ の コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 上 記 受 信 手 段 で 受 信 さ れ た 第 １ の コ ン テ ン ツ 及 び 第 ２ の コ ン テ ン ツ に 付 与 さ れ た 生 存 時
間 を 変 更 す る 生 存 時 間 変 更 手 段 と 、
　 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ 及 び 第 ２ の コ ン テ ン ツ を 他 の 情 報 端 末 装 置
へ 送 信 す る 送 信 手 段 と 、
　 上 記 生 存 時 間 変 更 手 段 で 変 更 さ れ た 生 存 時 間 の 経 過 後 に 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ 及 び 第 ２
の コ ン テ ン ツ を 消 去 す る 消 去 手 段 と 、
　 上 記 生 存 時 間 変 更 手 段 は 、 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ の
生 存 時 間 よ り も 優 先 的 な 取 り 扱 い と す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 端 末 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 生 存 時 間 変 更 手 段 が 、 優 先 的 な 取 り 扱 い を し た 場 合 、 そ の 報 酬 と し て ポ イ ン ト を 得
る こ と を 特 徴 と す る 情 報 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 端 末 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 優 先 的 な 取 り 扱 い と は 、 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ
の 生 存 時 間 よ り も 大 き な 割 合 で 延 長 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 端 末 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 優 先 的 な 取 り 扱 い と は 、 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ
の 生 存 時 間 よ り も 小 さ な 割 合 で 短 縮 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 端 末 装 置 。



【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 端 末 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 優 先 的 な 取 り 扱 い と は 、 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を そ の ま ま に し て 、 上 記
第 ２ の コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 短 縮 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 情 報 端 末 装 置 と 、 情 報 配 信 事 業 者 端 末 と 、 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ と 、 を 有 す る ポ イ ン ト シ
ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 は 、 上 記 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ へ ポ イ ン ト シ ス テ ム の 利 用 登 録 デ
ー タ を 送 信 し 、
　 上 記 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ は 、 送 信 さ れ た 利 用 登 録 デ ー タ を 基 に 、 ポ イ ン ト シ ス テ ム の 利
用 を 許 可 し 、
　 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 は 、 上 記 情 報 端 末 装 置 へ 送 信 し た い ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ の メ タ
デ ー タ を ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ へ 送 信 し 、
　 上 記 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ は 、 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 延 長 す る 係 数 で あ る 生 存
時 間 延 長 係 数 を 算 出 し 、 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 に 送 信 し 、
　 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 は 、 上 記 生 存 時 間 延 長 係 数 及 び 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た ポ イ ン ト
コ ン テ ン ツ を 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 へ 送 信 し 、
　 上 記 情 報 端 末 装 置 は 、 上 記 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ を 受 信 し 、 受 信 さ れ た 上 記 ポ イ ン ト コ ン
テ ン ツ の 生 存 時 間 を 上 記 生 存 時 間 延 長 係 数 を 用 い て 変 更 し 、 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た 上 記 ポ
イ ン ト コ ン テ ン ツ を 他 の 情 報 端 末 装 置 へ 送 信 し 、 上 記 変 更 さ れ た 生 存 時 間 の 経 過 後 に 上 記
ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ を 消 去 す る こ と を 特 徴 と す る ポ イ ン ト シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の ポ イ ン ト シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 情 報 端 末 装 置 は 、 受 信 さ れ た 上 記 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 上 記 生 存 時 間 延
長 係 数 を 用 い て 変 更 し た 場 合 、 そ の 報 酬 と し て ポ イ ン ト を 得 る こ と を 特 徴 と す る ポ イ ン ト
シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 情 報 端 末 装 置 と 、 情 報 配 信 事 業 者 端 末 と 、 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ と 、 を 有 す る ポ イ ン ト シ
ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 は 、 上 記 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ へ ポ イ ン ト シ ス テ ム の 利 用 登 録 デ
ー タ を 送 信 し 、
　 上 記 ポ イ ン ト 管 理 セ ン タ は 、 送 信 さ れ た 利 用 登 録 デ ー タ を 基 に 、 ポ イ ン ト シ ス テ ム の 利
用 を 許 可 し 、
　 上 記 情 報 配 信 事 業 者 端 末 は 、 許 可 さ れ 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ を 上 記
情 報 端 末 装 置 へ 送 信 し 、
　 上 記 情 報 端 末 装 置 は 、 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ 及 び ポ イ ン ト シ ス テ ム の 利 用 を 許 可 さ れ て い
な い 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た 通 常 コ ン テ ン ツ を 受 信 し 、 受 信 さ れ た 上 記 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ
及 び 通 常 コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 を 変 更 し 、 生 存 時 間 を 付 与 さ れ た 上 記 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ
及 び 上 記 通 常 コ ン テ ン ツ を 他 の 情 報 端 末 装 置 へ 送 信 し 、 上 記 変 更 さ れ た 生 存 時 間 の 経 過 後
に 上 記 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ 及 び 上 記 通 常 コ ン テ ン ツ を 消 去 し 、 上 記 ポ イ ン ト コ ン テ ン ツ の
生 存 時 間 を 上 記 通 常 コ ン テ ン ツ の 生 存 時 間 よ り も 優 先 的 に 取 り 扱 い 、 そ の 優 先 的 に 取 り 扱
っ た 報 酬 と し て ポ イ ン ト を 付 与 さ れ る こ と を 特 徴 と す る ポ イ ン ト シ ス テ ム 。
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